
税務総合戦略室 の各専門家が一丸となって
オーナー社長から税金のストレスを解放します

®

風
間 

光
裕

エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人
税
務
総
合
戦
略
室

室
長

〈
経
歴
〉

国
税
局
課
税
第
二
部

総
務
部
人
事
第
一課

調
査
査
察
部

1
9
6
5
年
生
ま
れ　

法
人
税
調
査
と
税

務
職
員
の
評
定・指
導・監
督
業
務
を
行
う
。

税
務
組
織
の
中
枢
を
経
験
し
、税
務
署
職
員

の
調
査
手
法
や
思
考
回
路
を
熟
知
し
て
お
り

税
務
調
査
対
策
に
力
を
発
揮
す
る
。

元
国
税
調
査
官・税
理
士

小
水 

崇

エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人
税
務
総
合
戦
略
室

次
長

〈
経
歴
〉

国
税
庁
長
官
官
房

国
税
局
調
査
第
二
部
調
査
部
門

国
税
局
調
査
第
一部
調
査
審
理
課

1
9
7
9
年
生
ま
れ　

国
税
局
調
査
部
の

調
査
審
理
課
に
お
い
て
数
多
く
の
調
査
内
容

の
質
疑
、課
税
要
件
の
確
認
、申
告
書
審
理
及

び
更
正
の
理
由
書
の
文
書
審
査
を
担
当
し

た
。 元

国
税
調
査
官

吉
田 

雅
相

エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人
税
務
総
合
戦
略
室

〈
経
歴
〉

国
税
局
調
査
第
一部
国
際
情
報
課

国
際
税
務
専
門
官

総
務
部
人
事
第
一課

1
9
4
9
年
生
ま
れ　

移
転
価
格
税
制
や

タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
関
す
る
コ
ン
サ
ル

テ
ィ
ン
グ
を
得
意
と
す
る
。

●
著
書　
「
非
居
住
者
税
制
と
源
泉
徴
収
質

疑
応
答
集
」 （
共
著
）　

法
令
出
版

元
国
税
調
査
官・税
理
士

黒
崎 

俊
夫

エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人
税
務
総
合
戦
略
室

〈
経
歴
〉

国
税
局
管
内
税
務
署

資
産
課
税
部
門
に
28
年
間
勤
務

1
9
5
9
年
生
ま
れ　

資
産
課
税
部
門
職

員
と
し
て
、相
続
税
、贈
与
税
及
び
評
価
事
務

に
従
事
。不
動
産
鑑
定
に
よ
る
評
価
の
審
理

の
経
験
が
豊
富
。税
理
士
の
他
、不
動
産
鑑
定

士
、司
法
書
士
の
資
格
を
有
す
る
。

元
国
税
調
査
官・税
理
士

熊
田
原 

修
司

エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人 

税
務
総
合
戦
略
室

〈
経
歴
〉

国
税
局
査
察
部

課
税
第
一部
資
料
調
査
課

税
務
大
学
校
教
育
官

1
9
6
5
年
生
ま
れ　

国
税
局
に
お
い
て
大

口
脱
税
事
案
や
富
裕
層
の
相
続
税
調
査
事
案

に
従
事
。税
務
大
学
校
に
お
い
て
資
産
税
を

中
心
と
し
た
教
育
官
に
従
事
。

元
国
税
調
査
官・税
理
士

松
井 

孝
榮

エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人
税
務
総
合
戦
略
室

〈
経
歴
〉

国
税
局
調
査
第
二
部
特
別
調
査
部
門

調
査
第
二
部
主
査

調
査
第
三
部
主
査

1
9
5
1
年
生
ま
れ　

国
税
局
調
査
部
に

通
算
14
年
間
勤
務
。鉄
道
業
、海
運
業
、銀
行

業
、証
券
業
な
ど
、日
本
を
代
表
す
る
超
大
規

模
法
人
を
長
年
調
査
し
た
。

元
国
税
調
査
官・税
理
士

野
原 

渉

エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人
税
務
総
合
戦
略
室

〈
経
歴
〉

国
税
局
調
査
部
主
査

調
査
部
情
報
技
術
専
門
官

1
9
6
2
年
生
ま
れ　

国
税
局・税
務
署
に

お
い
て
、特
別
調
査
事
務
、大
規
模
法
人
に
お

け
る
電
子
情
報
の
解
析
等
調
査
事
務
に
従
事

し
た
経
験
を
持
つ
。

元
国
税
調
査
官・税
理
士

伊
藤 

徹
也

エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人
税
務
総
合
戦
略
室

〈
経
歴
〉

国
税
局
課
税
第
二
部
資
料
調
査
課

税
務
署
特
別
調
査
情
報
官

1
9
6
4
年
生
ま
れ　

国
税
局・税
務
署
に

お
い
て
、大
口
不
正
事
案
調
査
や
複
数
の
税
務

署
に
ま
た
が
る
同
族
グ
ル
ー
プ
法
人
の
調
査

に
従
事
す
る
な
ど
、特
別
調
査
の
経
験
が
豊

富
。 元

国
税
調
査
官・税
理
士

大
柳 

和
二

エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人
税
務
総
合
戦
略
室

〈
経
歴
〉

国
税
局
総
務
部
税
務
相
談
室

調
査
部
総
括
主
査

国
税
不
服
審
判
所
審
査
官

1
9
5
4
年
生
ま
れ　

日
本
を
代
表
す
る

よ
う
な
大
企
業
を
調
査
す
る
特
別
国
税
調

査
官
部
門
に
て
、調
査
官
を
束
ね
る
総
括
主

査
を
担
当
。国
税
不
服
審
判
所・税
務
相
談

室
で
は
中
立
的
な
立
場
で
審
理・相
談
を
行
っ

て
き
た
。

元
国
税
調
査
官・税
理
士

出
戸
端 

隆
史

エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人
税
務
総
合
戦
略
室

〈
経
歴
〉

国
税
庁
課
税
部
資
産
税
課

国
税
局
課
税
第
一部
資
産
評
価
官
付

総
務
部
税
務
相
談
室

税
務
署
国
際
税
務
専
門
官（
資
産
税
担
当
）

1
9
5
2
年
生
ま
れ　

国
税
庁
に
お
い
て
、

相
続
税・贈
与
税
等
の
事
務
に
従
事
し
、国
税

局
で
は
、相
続
税
等
の
課
税
に
必
要
な
財
産

の
評
価
に
係
る
事
務
に
従
事
。

元
国
税
調
査
官・税
理
士

山
﨑 

政
男

エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人
税
務
総
合
戦
略
室

〈
経
歴
〉

国
税
不
服
審
判
所
国
税
審
判
官

税
務
大
学
校
研
修
所
長

税
務
署
長

1
9
4
9
年
生
ま
れ　

約
40
年
の
税
務
当

局
勤
務
の
間
、国
税
不
服
審
判
所
国
税
審
判

官
、税
務
署
長
を
歴
任
。課
税
庁
か
ら
独
立

し
た
立
場
で
、納
税
者
の
権
利
利
益
救
済
の

た
め
審
査
請
求
に
対
し
裁
決
を
行
っ
た
経
験

を
持
つ
。

元
税
務
署
長・税
理
士

立
石 

信
一
郎

エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人
税
務
総
合
戦
略
室

〈
経
歴
〉

国
税
不
服
審
判
所
部
長
審
判
官

税
務
大
学
校
研
究
部
教
授

国
税
局
調
査
第
一部
国
際
調
査
課
課
長
補
佐

1
9
5
4
年
生
ま
れ　

国
税
局
、国
税
庁
等

の
国
際
課
税
関
係
部
署
で
通
算
20
年
以
上

従
事
し
た
国
際
課
税
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
。国

税
不
服
審
判
所
に
お
い
て
多
数
の
調
査・審
理

を
担
当
し
多
面
的
な
税
務
問
題
の
分
析・検

討
の
経
験
を
持
つ
。

元
国
税
調
査
官・税
理
士

中
島 

健
雄

エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人
税
務
総
合
戦
略
室

〈
経
歴
〉

国
税
局
査
察
部・調
査
部

経
済
企
画
庁
経
済
研
究
所

信
託
銀
行
国
際
業
務
部・内
部
監
査
部

1
9
5
5
年
生
ま
れ　

国
税
局
に
お
い
て
査

察
調
査
、大
規
模
法
人
調
査
な
ど
の
業
務
を

経
験
。大
手
信
託
銀
行
や
特
殊
法
人
で
国
際

業
務
や
内
部
監
査
業
務
に
従
事
す
る
。F
P

技
能
士
1
級
、証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
、公
認
内
部

監
査
人
の
資
格
を
有
す
る
。

元
国
税
調
査
官・税
理
士

エヌエムシイ税理士法人
（税理士法人番号 第337号／東京税理士会第99号）  

お申し込み・お問い合わせ 03‐5354‐5222  平日9：00～18：00 
http://www.nmc-zeirishi.jp/　    　　　　　　　　　　　　　エヌエムシイ税理士法人 検索

エヌエムシイ税理士法人 
住所：東京都中野区本町2‐46‐1 中野坂上サンブライトツイン26F 
アクセス：東京メトロ 丸ノ内線または都営大江戸線「中野坂上駅」出口1より徒歩1分

戦略室セミナー 検索

オーナー社長の「税金ストレスからの解放」セミナー
　中小企業のオーナー社長にとっては、「会社の財布も個
人の財布も同じ」というのが実態です。経営者自身が税金
ストレスから解放されるためには、対症療法的な毎期の節
税対策のみならず、会社と経営者個人の人生を関連づけて
複眼的かつ中長期的に検討する必要があります。
　当セミナーでは、会社の税金・経営者個人と家族の税金・
事業承継・相続まで、オーナー社長の人生の各場面で税金
コストを最小化し、最大の安心と安全を実現する戦略的税
務対策をお話しさせていただきます。
～講義内容～
・オーナー社長と家族の人生と税金
・対症療法的な節税対策だけを繰り返した結果が
　招く落とし穴
・毎期の決算には表れない税金リスクの正体とは
・顕微鏡的な短期対策と望遠鏡的な中長期対策の必要性
・実例を基にした税金ストレスから解放されるための
　戦略的税金対策
・オーナー社長の税金ストレスからの解放と
　ハッピーリタイアメントの実現

【日　　程】　2017 年 6 月12 日 (月 )・22 日 (木 )
7 月12 日 (水 )・20 日 (木 )
8 月24 日 (木 )

【時　　間】　13：30 ～ 15：30
エヌエムシイ税理士法人　セミナー室
東京都中野区本町 2‐46‐1
中野坂上サンブライトツイン26 階
東京メトロ 丸ノ内線、都営大江戸線
「中野坂上」駅出口 1より徒歩 1分
主要駅からのアクセス方法
  東京駅：東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」駅まで
　　　　　所要時間 25 分程度
  新宿駅：東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」駅まで
　　　　　所要時間５分程度

※ホームページにて最新のセミナー日程を
　随時更新しております。

※席に限りがございますのでお早めにホームページ、お電話
　にてお申し込みをお願い致します。

※同業者の方の参加はお断りしております。ご了承ください。
【料　　金】   無料

【会　　場】

【アクセス】

セミナー詳細・お申し込みはホームページをご覧ください。 http://www.nmc-zeirishi.jp/

　

東
京
都
中
野
区
の
会
計
事
務
所
、
エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士
法
人　

税
務
総
合
戦
略
室
で
す
。

　

『
税
務
総
合
戦
略
室
』
は
主
に
国
税
庁
・
国
税
局
の
出
身
者
で
組
織
し
た
チ
ー
ム
で
す
。
国
税
庁
・
国
税
局
の
総
務
部
・
課
税
部
・
調
査
部
、

国
税
不
服
審
判
所
、
税
務
大
学
校
、
税
務
署
長
な
ど
の
経
験
者
を
揃
え
、
現
在
は
13
名
の
メ
ン
バ
ー
で
各
税
務
案
件
の
対
応
を
し
て
い
ま
す
。

　

今
ま
で
の
顧
問
税
理
士
を
変
え
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
達
は
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

広　　告

未
来
の
話
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い

過
去
は
変
え
ら
れ
な
い

未
来
の
た
め
の
現
状
分
析

変
化
す
る
状
況
に
応
じ
た

毎
年
の
見
直
し

▲ご契約のお客様に現状分析後の報告会でお渡しする【中長期スケジュール表】（サンプル例）

株式会社　●●●●

会長　●●●様　　社長　●●●様
中長期スケジュール（案）

エヌエムシイ税理士法人

税務総合戦略室

主担当：野原/熊田原

会長・奥様の財産を相続税評価⇒相続人ごとに取得財産シミュレーション⇒話し合いのきっかけを作るお手伝い

相続人のシチュエーションに応じた各種非課税制度の利用(①住宅取得資金　②教育資金　③結婚・子育て資金)

契約者の違いによる相続税から所得税(一時所得)への組み換え※相続税＞所得税の場合有効

生命保険の種類による検討(相続時における低解約返戻金の検討)

①暦年課税(孫への贈与)※贈与は不用意に他者に分散させない 相続時精算課税※将来の株価値上がり防止策に効果大

認知症の際の相続人による不動産売却可

対　策

H29年３月期 H30年３月期 H31年３月期 H32年３月期 H33年３月期 H34年３月期 H35年３月期 H36年３月期 H37年３月期 H38年３月期 H39年３月期 H40年３月期

進行期 １年後 ２年後 ３年後 ４年後 ５年後 ６年後 ７年後 ８年後 ９年後 10年後 11 年後

70 歳 71 歳 72 歳 73 歳 74 歳 75 歳 76 歳 77 歳 78 歳 79 歳 80 歳 81 歳

40 歳 41 歳 42 歳 43 歳 44 歳 45 歳 46 歳 47 歳 48 歳 49 歳 50 歳 51 歳

10 歳 11 歳 12 歳 13 歳 14 歳 15 歳 16 歳 17 歳 18 歳 19 歳 20 歳 21 歳

決算期

会長年齢

社長年齢

孫年齢

持株会社の設立 【株主構成】 従来 ：会長⇒主宰法人　持株会社化 ：会長⇒持株会社⇒主宰法人

持株会社による収益不動産購入 (購入原資は主宰法人からの受取配当金※益金不算入のため無税 )⇒株価引下げ効果あり

会長の経営支配権 (議決権 ) の配慮

①生命保険 ・オペレーティングリースによる法人税 ・株価引下げ対策 ②保険積立金 ・月額役員報酬 ・退職金の効果的組合せで所得税 ・法人税 ・相続税 ( 株価引下げ ) 対策

持株会社の事業化

黄金株・VIP株の検討

利益・純資産価額の
引下げ①・②

相続財産可視化による
生前分割協議

暦年課税・相続時精算
課税による自社株移動

その他の贈与税非課税
制度の利用

生命保険による検討①

生命保険による検討②

家族信託の提案
※他士業との連携

自社株

相続対策

　

　

こ
の
よ
う
に
い
わ
ゆ

る
緊
急
手
術
的
な
対
応

が
必
要
と
な
っ
て
し
ま

う
案
件
に
対
し
て
も
私

共
は
現
状
で
で
き
う
る

限
り
の
対
策
を
講
じ
る

べ
く
、
お
話
や
提
案
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

が
、
な
か
な
か
楽
し
い

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
は
な

り
づ
ら
い
と
い
う
の
も

事
実
で
す
。

　

残
念
で
す
が
過
去
は

変
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
変

え
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
未
来
だ
け
で
す
。
現

在
（
日
々
）
の
積
み
重

ね
が
未
来
を
創
る
と
も

言
え
ま
す
。

　

税
務
調
査
対
策
に
し

て
も
、
決
算
末
の
利
益

だ
け
た
ら
最
高
で
す
。

　

未
来
の
話
を
し
た
い

と
言
い
な
が
ら
、
ど
ん

ど
ん
過
去
に
遡
っ
て
し

ま
う
よ
う
で
す
が
、
こ

れ
ま
で
の
社
長
の
生
き

ざ
ま
を
お
聞
き
す
る
こ

と
で
社
長
の
人
と
な
り

や
人
生
観
に
触
れ
さ
せ

て
い
た
だ
き
、
事
業
の

成
長
の
過
程
を
知
り
、

ご
家
族
に
対
す
る
想
い

を
感
じ
る
こ
と
で
、
社

長
が
こ
れ
か
ら
ど
の
よ

う
な
人
生
を
送
り
た
い

の
か
、
そ
の
ラ
イ
フ
プ

ラ
ン
に
合
わ
せ
た
税
金

の
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
考

え
た
い
の
で
す
。

　

き
ち
ん
と
現
状
分
析

を
行
っ
た
う
え
で
、
こ

れ
か
ら
の
事
業
計
画
、

社
の
状
況
に
よ
っ
て
退

職
時
期
も
計
画
よ
り
早

ま
っ
た
り
遅
く
な
っ
た

り
し
て
き
ま
す
。

　

中
に
は
、
突
然
M
＆

A
の
好
条
件
の
話
が
舞

い
込
ん
で
き
た
の
で
、

想
定
外
の
会
社
売
却
を

実
行
し
、
予
定
よ
り
早

く
リ
タ
イ
ア
す
る
こ
と

に
な
っ
た
と
い
う
ケ
ー

ス
も
あ
り
ま
す
。

　

刻
々
と
変
化
す
る
状

況
に
応
じ
て
、
将
来
の

中
長
期
的
な
対
策
は
そ

の
都
度
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

が
必
要
で
す
。

　

私
達
は
ご
契
約
後
の

に
対
す
る
対
症
療
法
的

な
節
税
対
策
に
し
て
も

所
詮
は
過
ぎ
去
っ
て
し

ま
っ
た
過
去
を
や
む
を

得
ず
そ
の
場
し
の
ぎ
で

何
と
か
し
よ
う
と
し
て

い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

　

相
続
に
関
す
る
税
金

の
対
策
な
ど
に
つ
い
て

は
、
な
る
べ
く
考
え
た

く
な
い
話
と
し
て
、
多

く
の
方
が
漠
然
と
し
た

不
安
を
抱
え
な
が
ら
も

対
応
を
先
送
り
し
て
し

ま
い
ま
す
。

　

「
あ
の
時
こ
う
し
て

お
け
ば
よ
か
っ
た
」
と

後
悔
し
て
も
遡
っ
て
過

去
の
処
理
を
変
え
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

事
前
に
時
間
を
か
け

成
長
予
測
、
ハ
ッ
ピ
ー

リ
タ
イ
ア
メ
ン
ト
後
の

夢
な
ど
未
来
の
話
を
聞

か
せ
て
い
た
だ
き
な
が

ら
、
将
来
の
姿
を
想
定

し
、
ご
一
緒
に
未
来
の

こ
と
を
考
え
て
ま
い
り

ま
す
。

　

税
金
の
ス
ト
レ
ス
は

会
社
の
税
金
に
対
す
る

対
策
だ
け
で
は
解
消
で

き
ま
せ
ん
。
人
生
を
通

じ
た
税
金
ス
ト
レ
ス
か

ら
の
解
放
を
目
指
し
て
、

私
達
は
社
長
の
描
く
将

来
の
経
営
計
画
・
ラ
イ

フ
プ
ラ
ン
を
考
慮
し
、

お
客
様
そ
れ
ぞ
れ
の
思

い
描
く
人
生
に
沿
っ
た

オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
の
税

務
対
策
を
策
定
い
た
し

ま
す
。

現
状
分
析
の
後
も
、
毎

年
1
回
、
現
状
分
析
と

同
じ
よ
う
に
詳
細
な
定

期
調
査
を
実
施
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
そ
の
時
々

に
お
け
る
会
社
と
個
人

の
状
況
を
確
認
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
う
え
で
、

常
に
未
来
を
見
据
え
た

税
務
対
策
の
見
直
し
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

あ
ら
ゆ
る
税
金
の
問

題
に
対
し
、
複
数
の
専

門
家
が
複
数
の
目
で
チ

ー
ム
と
し
て
知
恵
を
絞

り
、
最
大
限
の
サ
ポ
ー

ト
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

て
十
分
な
対
策
を
と
っ

て
い
れ
ば
、
い
ざ
と
い

う
と
き
に
慌
て
る
必
要

は
な
い
の
で
す
が
、
そ

の
対
策
を
怠
っ
て
き
た

ツ
ケ
が
税
務
調
査
や
決

算
の
際
、
相
続
が
発
生

し
て
し
ま
っ
て
か
ら
顕

在
化
し
て
し
ま
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

私
達
は
そ
の
よ
う
な

事
態
が
発
生
し
な
い
よ

う
、
お
客
様
と
と
も
に

将
来
を
見
据
え
、
中
長

期
的
な
視
点
を
持
っ
て

税
務
対
策
を
考
え
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

変
え
る
こ
と
の
で
き

な
い
過
去
の
話
で
は
な

く
、
未
来
の
話
を
し
た

い
の
で
す
。

に
お
い
て
税
務
署
か
ら

想
定
し
て
い
な
か
っ
た

多
く
の
指
摘
事
項
が
提

示
さ
れ
、
困
り
果
て
て

Ｓ
Ｏ
Ｓ
を
い
た
だ
く
と

い
っ
た
ケ
ー
ス
も
珍
し

く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、税
務
調
査
に
関

す
る
事
項
以
外
で
も
、毎

期
良
好
な
決
算
が
続
き

利
益
が
積
み
あ
が
っ
た

結
果
、
自
社
株
の
株
価

が
何
十
倍
に
も
高
騰
し

て
い
る
の
に
何
の
対
策

も
取
っ
て
お
ら
ず
、
そ

の
状
態
で
、
急
病
な
ど

様
々
な
理
由
に
よ
り
相

続
の
問
題
が
近
々
に
迫

っ
て
き
て
い
る
な
ど
の

急
を
要
す
る
ご
相
談
も

あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
一
連
の
作
業

に
よ
り
会
社
と
個
人
の

現
状
を
正
確
に
把
握
し

会
社
と
個
人
を
一
体
と

し
て
考
え
た
税
務
対
策

を
構
築
す
る
こ
と
に
努

め
て
い
ま
す
が
、
私
達

は
現
状
分
析
に
お
い
て

最
も
大
切
な
仕
事
は
、

と
に
か
く
社
長
の
お
話

を
掘
り
下
げ
て
お
聞
か

せ
い
た
だ
く
こ
と
に
尽

き
る
と
思
って
い
ま
す
。

　

会
社
を
創
業
さ
れ
て

か
ら
の
沿
革
を
お
聞
き

す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で

す
が
、
で
き
れ
ば
生
い

立
ち
か
ら
学
生
時
代
、

結
婚
に
至
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
時

代
、
独
立
に
至
っ
た
経

緯
な
ど
も
お
話
し
い
た

ト
の
た
め
の
退
職
計
画

と
退
職
金
の
原
資
づ
く

り
、
退
職
後
の
資
産
運

用
計
画
、
家
族
が
ず
っ

と
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
た

め
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
対
策
と

し
て
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
カ
ン

パニ
ー
の
活
用
法
な
ど
を

盛
り
込
ん
で
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
会
社
も
人

生
も
計
画
通
り
に
は
い

き
ま
せ
ん
。
事
業
予
測

は
上
振
れ
下
振
れ
し
ま

す
し
、
後
継
者
と
考
え

て
い
た
方
は
事
業
を
継

が
な
い
と
い
う
決
断
を

す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

自
身
の
健
康
状
態
や
会

お
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
媒
体
に
目

を
ふ
れ
て
い
た
だ
い
た

全
国
の
多
く
の
経
営
者

様
か
ら
様
々
な
ご
質
問・

お
問
い
合
わ
せ
を
頂
戴

し
て
い
ま
す
。
そ
の
中

に
は
、
週
に
数
件
程
度

の
割
合
で
、「
税
務
調
査

の
連
絡
が
あ
っ
た
の
だ

が
、
い
く
つ
か
不
安
要

素
が
あ
る
」と
い
う
ご
相

談
が
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
よ
り
切
羽

詰
っ
た
ケ
ー
ス
で
は
す

で
に
税
務
調
査
が
始
ま

っ
て
お
り
、
そ
の
過
程

等
の
原
始
記
録
な
ど
を

確
認
し
、
模
擬
的
な
税

務
調
査
を
行
っ
て
オ
ー

ナ
ー
社
長
も
気
づ
い
て

い
な
い
潜
在
的
な
税
務

リ
ス
ク
を
抽
出
し
、
そ

の
リ
ス
ク
を
軽
減
す
る

た
め
の
対
策
を
講
じ
ま

す
。

　

そ
れ
と
同
時
に
所
得

税
・
資
産
税
の
専
門
家

が
別
の
視
点
で
社
長
個

人
の
資
産
、
ご
家
族
の

状
況
と
資
産
、
自
社
株

式
の
価
格
算
定
な
ど
に

つ
い
て
検
討
し
、
将
来

の
相
続
税
リ
ス
ク
を
確

認
い
た
し
ま
す
。

見
据
え
た
対
策
ま
で
を

落
と
し
込
ん
だ
【
中
長

期
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
表
】を

お
渡
し
し
て
い
ま
す
。

　
【
中
長
期
ス
ケ
ジ
ュー

ル
表
】に
は
事
業
計
画
や

生
命
保
険
の
解
約
時
期

な
ど
を
考
慮
し
た
自
社

株
対
策
の
実
行
時
期
、後

継
者
の
育
成
と
事
業
承

継
を
考
え
た
自
社
株
の

移
動
計
画
、
生
前
贈
与

の
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
、
ハ

ッ
ピ
ー
リ
タ
イ
ア
メ
ン

　
エ
ヌ
エ
ム
シ
イ
税
理
士

法
人
は
毎
月
こ
の
よ
う
な

新
聞
広
告
を
掲
載
し
、

『
税
務
総
合
戦
略
室
』

が
行
っ
て
い
る
仕
事
の

内
容
や
私
達
の
税
金
に

対
す
る
考
え
方
な
ど
を

お
伝
え
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
セ
カ
ン
ド
オ

ピ
ニ
オ
ン
と
し
て
行
っ

て
い
る
お
客
様
へ
の
サ

ー
ビ
ス
内
容
や
、
「
税

務
総
合
戦
略
室
便
り
」

と
題
し
た
コ
ラ
ム
な
ど

を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
各
種
情
報
を
発

信
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

　

未
来
の
話
を
ど
こ
か

ら
始
め
て
い
け
ば
よ
い

の
で
し
ょ
う
。

　

将
来
の
計
画
を
立
て

る
た
め
に
は
、
ま
ず
は

現
在
の
状
況
を
正
し
く

分
析
し
、
考
え
を
整
理

す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
私
達
は

ご
契
約
い
た
だ
く
と
最

初
に
各
税
目
の
専
門
家

を
組
み
合
わ
せ
た
複
数

の
メ
ン
バ
ー
が
会
社
と

個
人
の
現
状
分
析
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

現
状
分
析
で
は
法
人

税
の
専
門
家
が
決
算
書
、

総
勘
定
元
帳
、
請
求
書

　

初
回
の
現
状
分
析
が

終
了
後
、
会
社
と
個
人

そ
れ
ぞ
れ
の
分
析
結
果

を
取
り
ま
と
め
た
詳
細

な
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
し
、

報
告
会
を
必
ず
行
わ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

報
告
会
の
際
に
は
、今

年
1
年
間
ど
の
よ
う
な

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
税
務

対
策
を
行
っ
て
い
く
か

を
記
載
し
た
【
年
間
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
表
】
と
10

年
、
20
年
後
の
将
来
を


